
令和６年度報酬改定の主な内容。

訪問系サービスに係る主なものについて、障がい福祉課指定係より説明します。
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１、居宅介護の特定事業所加算の加算要件の見直しについてです。
加算要件の③「重度障害者への対応」、④「中重度障害者への対応」の中に、
「重度障害児（重症心身障害児、医療的ケア児）への対応」が追加されました。
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２、居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とする暫定措置の
廃止についてです。
居宅介護のサービス提供責任者については、指定基準の解釈通知において、「居

宅介護職員初任者研修課程の研修を修了した者であって、３年以上介護等の業務

に従事したものをサービス提供責任者とする」という暫定措置を設けていました

が、質の向上を図る観点から廃止されました。

これに併せて、「居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者とし

て配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所

定単位数３０％減算する措置も廃止されます。
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３、通院等介助の対象要件見直しについてです。
居宅介護の通院等介助等について、居宅が始点又は終点となる場合には、障害福
祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地（病院等への
移動等に係る通院等介助等に関しても同一の事業所が行うことを条件に支援の対
象となります。
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４、入院中の重度訪問介護利用の対象拡大についてです。
入院中に特別なコミュニケーション支援を行うための重度訪問介護の利用につい
て、特別なコミュニケーション支援を必要とする障害支援区分が、現行では障害
者支援区分６のみでしたが、改正により４及び５の利用者も対象とされました。
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５、入院中の重度訪問介護利用における入院前の医療と障害福祉の連携した支援
への評価についてです。
病院又は診療所入院する前から重度訪問介護を受けていた利用者が、当該病院等
に入院するに当たり、重度訪問介護事業所の職員が当該病院等を訪問し、当該利
用者に係る必要な情報の提供及び当該病院等と当該重度訪問介護事業所が連携し
て入院時の支援を行うために必要な調整を行った場合に、１回を限度として所定
単位数を加算することができます。
なお、入院前の事前調整の際に、入院時情報提供書を作成し、本人及び家族の同
意を得た上で医療機関に提供し、当該情報提供書の内容を踏まえて必要な調整を
行うこととされていますが、入院時情報提供書の様式例については、国の通知
「入院時支援連携加算に関する様式例の提示等について」を参照してください。
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６、熟練従業者による同行支援の見直しについてです。
１点目、重度訪問介護における熟練従業者の同行支援をより評価する観点から、
熟練従業者及び任従業者の報酬について見直しが行われました。
２点目、医療的ケア等の専門的な支援技術が必要な重度訪問介護加算対象者（１
５％加算対象者）に対する支援について、採用から６か月以内の新任従業者に限
らず、重度訪問介護加算対象者（１５％加算対象者）に対する支援に初めて従事
する従業者も、熟練従業者の同行支援の対象となりました。
３点目、それぞれの従業者が行う重度訪問介護につき、所要時間１２０時間以内
に限り、所定単位数の９０％に相当する単位数を算定することができます。
なお、重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、当該事業所において初めて重度
障害者等包括支援の度合にある利用者（１５％加算対象者）の支援に従事する場
合が対象であり、当該事業所での２人目以降の支援は対象となりません。
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７、同行援護の特定事業所加算の加算要件の見直しについてです。
専門的な支援技術を有する人材を配置した事業所を評価出来るように、加算要件
の「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「盲ろう者向け通訳・介助員で
あり、同行援護従業者の要件を満たしている者」の配置割合が追加されました。
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８、行動援護の特定事業所加算要件の見直しについてです。
１点目、加算要件の、「サービス提供体制整備」に、強度行動障害を有する者に

対しての、医療・教育等の関係機関との連携に関する要件が追加されました。

２点目、加算要件の、「良質な人材の確保」の要件の選択肢として、「中核的人

材養成研修を修了したサービス提供責任者の人数」が追加されました。

３点目、加算要件の、「重度障害者への対応」の選択肢として、特に専門的な支

援技術を必要とする「行動関連項目１８点以上の者」が追加されました。
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行動援護の特定事業所加算の要件について、要件①から③の下線の内容が追加さ
れました。
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９、行動援護のサービス提供責任者等要件に係る経過措置延⻑についてです。
行動援護のサービス提供責任者及び従業者の要件における、「介護福祉士や実務

者研修修了者等を行動援護従業者養成研修課程修了者とみなす」という経過措置

について、令和９年３月３１⽇まで延⻑し、その後廃止することが決定されまし

た。

以上で、訪問系サービスに係る令和６年度報酬改定の主な内容についての説明を

終わります。

その他、横断的な改正内容や詳細等については、適宜ご確認ください。
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